
日本学生オリエンテーリング連盟 地図作成素案

1 はじめに

今回の枠組教設定の目的は、日本学連に蓄積されてい

る金融資産を有効活用し、学連の最も重要な資産である

地図資産を継続的に更新すると同時に、地図作製者にも

事業を行いやすくするもので、日本学生オリエンテーリ

ング界の永き発展を図るためのものである。

2 地図製作者の責務

地図製作者は日本学連より事業を請け負つた場合、下

記の責務を当然に負うものとする。

地図製作申請書、事業計画書、事業完成報告書等所

定の書類を提出すること。

上記申請書及び計画書において、日本学連幹事会及

び理事会の承認を得た上で事業活動を開始すること。

事前着工は原則認めない。

・ 地図制作に際しては、今後大会等の使用に耐えうる

質を間違いなく提供すること。

・承認された計画書のとおり間違いなく事業を遂行す

ること。計画に変更が生じた場合は速やかに幹事会及

び理事会まで報告すること。

・地権者交渉、大会・ 練習会等で使用するための会場

使用などの渉外活動に関しても責任を持つて行うこと

(渉外活動に関しては別途定める )。

★認定業者制度みたいなものがあればいい ?

→事業計画申請の前段階として。門戸をある程度は狭め、

業者を保護するためのものとして。

⇔でも一方で、実力があれば、合実性のある計画があ

れば、土日だけの調査でも認められるようにしたいが

3  地図製作者からの発意による地図作成 (イ ンカレの

開催のためによるものはこちらに含む )

学連が版権を有する地図についての新たな更新を事業

として希望する者は、下記のとおりの手順を踏まねばな

らない。

3-1 地図製作者による事業計画の提出

地図製作者は日本学連に版権の帰属する地図の更新を

事業として行う場合、地図製作申請書(要様式)及び事業計

画書 (今 回事業の目的、申請金額、必要経費及び日当等

を含めた総事業費、事業開始日、事業完成 日、実質所要

日数、予定販売単価、予想年間販売枚数等(要様式))を作

成し、日本学連幹事会及び理事会の承認を受けなければ

ならない。

なお、事業計画の提出は日本学連事務局を通 して行う

ものとし、日本学連幹事会及び理事会はその事業計画の

可否について 2週間以内に回答するものとする。

ただし、事業計画において必要性が認められるもの

の、幹事会もしくは理事会の判断で修正が必要とされ

る場合はこの限りではない。この場合、申請者と幹事

会及び理事会は互いに誠意をもつてこれに対応するも

のとする。
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☆日当額等申請金額の妥当性の判断は ?

☆標準 日当の設定が必要 ?→実績を積むと日当額があがる

とか ?(昇給制度 )

3‐ 2 事業費の支払い

日本学連は、幹事会および理事会にて承認されたとお

りの事業費を支払う。当規則に貝」り認可された事業に対

する交付金は0。 O万 円を限度とし、計画承認時に必要経費

としてその 2分 の 1を 支払い、残りは事業完成時に支払

うものとする。

3‐ 3 事業計画の変更

地図製作者は事業計画に変更が生じた場合、直ちに事

業計画変更申請書(要様式)を事務局あて提出し、承認を得

なければならない。

ただし、事業費の変更等、事業計画上特に重要と思わ

れる内容に関しては日本学連幹事会及び理事会の承認を

必要とする。

3¨ 4 事業の完成

地図製作者は、事業が完成した場合完成日から一週間

以内に事業完成報告書(要様式)を 日本学連事務局あて提出

しなければならない。事業完成に遅延が発生している場

合この限りではないが、遅くとも予定事業完成日の一週

間前には事務局あてその旨を報告しなければならない。

☆地図の質のチエツク機能は ? ←一番重要 !1

★会計の詳細報告は ?そ の公開はどこまで ?

3‐ 5 事後渉夕ヽ

事業完成後は、必要と思われる渉外活動を

く渉外部長、担当理事の同行が必要 >

→そもそも渉外活動に関してどこまで縛るか ?

4  学連側からの発意による地図作成 (セ レクシヨン等

の私用のために学生からの要望があつた場合はこちらに

含む )

日本学連から地図の製作を依頼する場合、事業者は公

募制とする。事業請負希望者が複数いた場合は日本学連

理事会がそれを選定する。その際、選定の基準を明確に

外部に示すこととする。

4-1 地図製作者による事業計画の提出

原則 3‐ 1と 同様の手続きを行うものとする。

ただし、事業計画に関して、予算等の都合上から―

音5項 目を予め学連側から指定することがある。

4‐ 2 以降、 3‐ 2～ 5に 同じ

5 地図の版権

事業により完成した地図の版権は、全て日本学連に帰

属するものとする。ただし、当該地図が販売された場

合、日本学連はその 10分の 1を 地図製作者に支綸する

ものとする。



☆地図製作者の版権収入は設けた方が良いか ?

→設ける場合その範囲は?事業計画で計画された学連の

投資回収がなされるまで、もしくは他の者により新たな

更新がなされるまで

☆地図作製者がそこで大会、練習会を行う場合の地図代金

は?版権収入を設ける場合は料金通り?

☆地図監査役的な外部監査が必要 ? … 会計監査的な。署

名捺印のある証明書を作る ?


